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平成25年第１回太子町議会定例会（第441回町議会）会議録（第５日） 

平成25年３月７日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 諸般の報告 

２ 議案第26号 平成25年度兵庫県太子町国民健康保険特別会計予算 

３ 議案第27号 平成25年度兵庫県太子町介護保険特別会計予算 

４ 議案第28号 平成25年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別会計予算 

５ 議案第29号 平成25年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予算 

６ 議案第30号 平成25年度兵庫県太子町下水道事業特別会計予算 

７ 議案第31号 平成25年度兵庫県太子町水道事業会計予算 

８ 議案第32号 工事請負変更契約の締結について 

        （太子東中学校校舎増築工事） 

                本日の会議に付した事件 
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        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（佐野芳彦） おはようございます。 

 平成25年第１回太子町議会定例会第５日目

におそろいで御出席いただきありがとうござ

います。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成25年第

１回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 議案に入る前に、副町長から発言を求めら

れておりますので許可したいと思います。 

 副町長。 

○副町長（八幡儀則） きのうの服部議員の

御質問について、不確かな情報で答弁しまし

たので、ちょっと調査をしましたので答弁さ

せていただきます。 

 環境センターの敷地内のダイオキシンの調

査してるのかどうかと、周辺のこともおっし

ゃいました。敷地内については調査はしてお

りません。周辺６カ所について、平成15年度

に調査をいたしております。龍田小学校、柳

自治会、丹生自治会、柳池ですね、環境セン

ターの真北の、それから松ケ下自治会、太子

東中学校の６カ所においてしております。こ

の数値につきましては、十分に環境基準を満

たしている状況でございます。 

 それからもう一点、要望で服部議員おっし

ゃいました、敷地内の調査をされたいという

ような御趣旨だったと思います。環境センタ

ーを取り壊すときには事前事後で調査はいた

しますので、その辺のところどうぞよろしく

お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） それでは、会議を続け

ます。 

 本日の議事日程は、お手元に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 諸般の報告 

○議長（佐野芳彦） 日程第１、諸般の報告

を行います。 

 本日、町長から議案１件が提出されまし

た。したがって、議案はその件名一覧表をつ

けてお手元に配っておきましたから御了承願

います。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第２６号 平成２５年度 

       兵庫県太子町国民健康保険特 

       別会計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第２、議案第26号

平成25年度兵庫県太子町国民健康保険特別会

計予算を議題とします。 

 本案については、２月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 おはようございます。 

 それでは、全般について伺います。 

 この間、議案第17号で国保条例の改正があ

ったわけですが、今の国保の被保険者の人数

は出ておりますが、今後の動向と、それから

太子町の国保の加入率と、それから平成25年

度の当初予算の考え方、それと国保税の税率

改定の考え方、それから５番目、納税の取り

組み方について伺います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 最初に、今回

の条例改正の考え方でございますけども、こ

れにつきましては、平成25年度の予算編成に

当たりまして、今の現行税率では１億200万

円ほど歳入不足するという見込みでございま

す。この歳入不足を満たすために、まず国民

健康保険財政調整基金より6,000万円を繰り

入れた上で、例外的に一般会計より福祉的な

観点から2,000万円を繰り入れしまして対応

することといたしております。 

 今回の税率改正の主な点としましては、１

点目は、かねてより議論ありました資産割を
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約半分に引き下げること、それから２点目で

は、被保険者ごとの均等割や世帯ごとの平等

割といった応益部分の割合が被保険者の所得

割や資産割といった応能割合に比べて高い比

率となっておりますので、これらの比率がお

おむね国の指導もございます50対50というこ

とで設定し直し、負担の均衡を図る必要があ

るということでございます。今回、当改定を

機に、納期も８期から９期に行って改正した

いというふうに考えております。 

 当初予算の考え方と、税率改正の考え方は

以上でございます。 

 それから、被保険者の人数でございますけ

ども、これは今予算書、保険税の中で被保険

者数それぞれ書いておるわけですけど、今後

の見込みということになりますと、皆さん退

職されたり、現役をのぞかれたら、やはり最

終的には国民皆保険の中、国民健康保険組合

のほうへ加入されるということが原則になり

ますので、社会保険、途中退職された方もそ

うですけども、それぞれ国民健康保険加入さ

れる方がやはり増えてくるんではないかとい

うふうに見ております。 

 それと、納税の関係でございますけども、

収納対策につきましては、例年どおり滞納者

の実態を把握しながら滞納の分析をするとい

うことが大事だというふうに思っておりま

す。必要に応じまして納税相談、納税指導、

早期訪問、滞納整理等を実施しまして、滞納

額の圧縮を図っていきたいというふうに考え

ております。特に分納相談、納税相談につい

ては、きめ細やかな分納相談を行っていきた

いということがあります。また、低所得者の

方につきましては滞納者が多い。当然、先ほ

ど申し上げました、退職されて収入を絶たれ

て国保へ加入されますので、もう収入が閉ざ

されておりますので、低所得者という層にな

るわけです。そういった方々の滞納者が多い

ということでございますので、これは制度的

なものなんですけども、住民税申告されれ

ば、未申告者への申告指導を強化することに

よって法定軽減措置、７割、５割、２割の軽

減措置の適用を行うことができますので、適

正賦課による収納率の向上対策を講じてまい

りたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 ちょっとお願いしてた部分

がまだかと思いますが、太子町の何％が国保

加入率か、それについてお聞きもう一度した

いのと、それから今当初予算の考え方お聞き

しましたが、本年度については 8,154万

9,000円増加しておりますが、やはり今のこ

こ二、三年の──参考資料見ますと保険給付

の伸びが最大、想定していたよりも多く、高

額の医療が多く見られたために、２年に１回

太子町の場合はあるんですが、来年の場合は

ちょっとわかりませんが、そういう歳出を計

算した上で歳入が決まるという予算の組み替

えではありますが、やはり高額医療というん

でしょうか、保険給付の伸びが原因と私は思

っておりますが、これについてと２点お聞き

します。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 被保険者、大

体約３割弱というような形にはなるかと、世

帯数、人口の３割弱というような形に推移し

ておるというふうに思っております。 

 それと、今申されました保険給付費の推移

でございますけども、これはもう当然医療保

険、予算書にも25ページで保険給付費、療養

諸費、一般と退職、また高額療養費、それぞ

れ保険給付費ございます。これはやはり今時

高度医療化、また高齢化に伴いまして、医療

費が下がることはございませんので、右肩上

がりということは避けられないということで

ございます。こういった保険料に対応するべ

く、国のほうにもやはり特定財源等求めなが

ら財政強化に堅持していきたいというふうに

考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 私、部長が言われることも

よくわかっておりますが、今回の議案第17号
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について質疑をしようと思ってましたが、で

きなかったので、ここでちょっと入れており

ますが、今後毎年そういう高額医療が続くと

やはり税を上げざるを得ないなという考え方

もしますが、近隣の状況も加味しながら太子

町の国保の税の考え方をこれから考えていた

だきたいと思います。 

 以上です。要望です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 おはようございます。 

 本日は代表質問でなくては、済いません、

２番目に言います。先ほどの橋本議員のとこ

についても少し重複箇所があるかと思います

が、御容赦願いたいと思います。 

 歳入のところで、９ページの一般被保険者

国民健康保険税、本年度額は前年度に比べて

3,600万円ほど少し多い計上になってるとい

う形の中で、医療給付費、また後期高齢者、

介護給付費に関しては、今回の変更点で資産

割が大体半分になってくると。パーセンテー

ジでいうと10％から５％、あと２％から

１％、４％から２％という形で、所得割も少

し若干上がっている感じもありますが、先ほ

どもずっと話がございましたが、健康保険税

ではちょっと回っていかないというな形の話

の中で、この辺の変更点だけで後々やってい

けるんかどうかという点と、それと16ページ

の特定健康診査の負担金の300万円というと

ころで、前年度は290万円、大体10万円ほど

上がっているような感じもありますが、特定

健診の件でも補正予算では受診者が少し少な

かったというなこともあってマイナス補正も

ありましたが、この辺、特定健診についての

もう少しの受診率の上げようというような考

え方も少しありましたが、再度御説明もいた

だきたいと思います。 

 それと、同じく16ページの育成指導補助

金、再度少し説明をいただきたいと思いま

す。 

 次、18ページの保健事業補助金の後期高齢

者医療制度特別対策補助金、額にしても少な

いんですが、前年度はなかったように思うん

ですが、内容説明だけお願いいたします。 

 それと、その一番下の保険基盤安定繰入金

についての8,800万円と下にも支援分の

1,900万円ありますが、前年度比で基盤安定

繰入金の保険税軽減分については前年度から

すると300万円増、下の分に関しましては

100万円増に今なっておりますが、少しの内

容説明だけお願いいたします。 

 それと、20ページの繰入金の一般会計繰入

金の2,000万円ですか、内容の説明をお願い

いたします。 

 あと、24ページの特定世帯軽減措置延長シ

ステム改修委託料、前年度はなかったように

思うんですが、内容説明と委託先だけよろし

くお願いをいたします。 

 それと、30ページの結核医療付加金のこと

についても、前年度も幾らかあったように思

うんですが、この結核についても太子町につ

いては何か発生事例とかというようなことは

あったのかなかったのかということも教えて

ください。 

 それと、36ページの先ほども委託料の未受

診者対策業務委託料についても、受診率が少

し低いということで補正予算でも少し答弁が

あったように思いますが、これについての対

策についてもどんなことが上げられてるのか

ということも質問いたします。 

 それと、その下の特定健診会場借料につい

ても、前年は三十四、五万円のような形で、

今年度は30万円以下という形で、これ何か会

場の都合であるとか日数の変更であるんであ

れば、その辺の日程だけお聞かせいただきた

いと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） ちょっと抜け

ましたらまたよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 まず９ページ、医療給付費、それぞれ保険

税で今後やっていけるのかということでござ
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いますが、これはもう独立採算ということの

会計でございますので、やっていかなければ

ならないということで、被保険者の組合でご

ざいますので、それぞれ国、被保険者御理解

いただきながらやはりやっていかなければな

らないというふうに考えております。 

 それから、16ページの特定健康診査等負担

金でございます。いわゆる特定健診でござい

ますけども、これは平成25年度は受診率の向

上に取り組むため、新たに40歳から74歳の被

保険者全員に対しまして、特定健診受診券及

び集団健診申し込みはがきを同封した個別受

診勧奨通知を送付します。また、引き続き、

40歳から74歳の過去受診者で未受診者の方に

対しましては電話催告したいというふうに考

えております。電話で受診勧奨しながら健康

管理意識を高めていただくということで、健

康講座も開催しまして生活習慣病の１次予防

に取り組みたいというふうに、特定健診の利

用に関する御案内をやっていきたいというふ

うに考えております。 

 それから次、育成指導補助金でございま

す。県独自の予算措置によるもので、国保税

収納率等、県独自の算出式を用いて算出項目

等を含め、算出式はちょっと別途あるんです

けども、育成指導補助金でございます。 

 18ページの保険基盤安定繰入金…… 

（井川芳昭議員「後期高齢者の」の声

あり） 

 後期高齢者に対する健診ＰＲの予算補助と

いうことでございます。 

 それから、次は保険基盤安定繰入金、先ほ

ども申しましたけれども、保険税の軽減分、

いわゆる７割、５割、２割の部分が交付税算

入されますので、保険者支援分も合わせて交

付税算入されまして、一般会計で国庫支出

金、県支出金で受け入れた後、国保特別会計

にこうして繰り入れされるものでございま

す。 

 それから、その他一般会計繰入金は先ほど

橋本議員さんのときに申し上げました一般会

計繰入金2,000万円でございます。 

 24ページの特定世帯軽減措置延長システム

改修委託料でございますが、特定世帯、いわ

ゆる75歳に達した国保から後期に移行した世

帯に係る国保税の軽減特例措置の恒久化、７

割、５割、２割の軽減、所得判定もございま

す、それらの方、特定世帯に係る世帯別平等

割を５年間２分の１減額する措置にその後３

年間４分の１減額する措置を追加されること

が予定されているため、国保システム改修を

行うということでございます。 

（井川芳昭議員「委託先はわかります

か」の声あり） 

 委託先は、25年度税制改正でございますの

で、今のところ未定でございます。 

 30ページの結核医療付加金、太子町国民健

康保険条例第12条の２に基づきます感染症の

予防及び感染症の患者に対する医療に関する

法律の適用医療について、医療費の５％、自

己負担相当額を結核医療付加金として現物給

付するものでございます。 

（井川芳昭議員「事例あったかどう

か」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 24年あったかって。 

○生活福祉部長（山本修三） 24年度は今ち

ょっと資料がございませんので把握しており

ません。 

 36ページ、未受診者対策業務委託料でござ

います。24年度も実施しておりますけども、

先ほど申し上げました電話勧奨しましたりし

て、きらり健康教室ということで、午前と午

後、２部に分かれまして、一応８回の国保保

健指導ということで予定しております。 

 それから、次の使用料及び賃借料、特定健

診会場でございますけども、これは24年度か

なり健診会場がいっぱいになりましたので、

あすかホール、中ホールを会場として今回予

定しております。また、日数についても若干

広く日にちをとっていきたいというふうに、

25年度は考えております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑はありませ

んか。 
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 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 では、全般的なことお伺い

いたします。 

 今のままではこれからも保険税率は上がっ

ていくものと思われるわけですけども、ここ

で部長のほうからお答えできるかどうかあれ

なんですが、もし、今の状況、広域でやろう

というような動きはどのようになっているか

とかですね。もしもそういう動きがあれば、

言えるかどうかわかりませんが、いつごろか

らそういうことに、やろうというような議論

があるかとかですね。 

 また、これは私たちのレベルでなく、国と

か国会議員がいろいろ議論していただかなき

ゃいけないことではありますが、例えば国の

負担を増やそうとか、あるいは医療費の単価

をどうしようとか、そういった議論はどうな

ってますか。要は、このあたりを解決してい

かない限り、これから、いつまでもという言

葉いいかどうかわかりませんけれども、どん

どんどんどん上がっていくと。いつの日かこ

れ歳入歳出を合わすためにはどんどんどんど

ん上げていくということになる可能性が極め

て大なんですが、そういった動きが、県と話

されたりとか、いろいろほかで話されたりと

かの中で、何かここで言えそうなことがあれ

ばお願いしたいと。公式の場ですから言えな

いということであれば検討中であるというこ

とだけなるかもしれませんが、何かもしある

ようであればお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 今議員おっし

ゃるように国民健康保険、本当に財政緊縮し

ておりまして、国保、今の一般被保険者の療

養給付費等負担金、国庫負担金につきまして

は今32％まで下がっております。従来でした

らこういった特定財源、これらがかなり50を

超えておったという時代もございましたです

けども、本当に緊縮な財政でございます。そ

の分やはり被保険者の方々の負担ということ

もなってくるんですけども、根本的にはやっ

ぱり国の財源を消費税、今時消費税が上がる

ということで、国保会計にも投入されるとい

うふうにも聞いております。そういった中

で、全国の町村、首長さんばかりの集まりで

は、国民財政の堅持ということで、毎年国に

対して要望はしておりますけども、こういっ

たことが行えればなというふうには我々は思

っておるとこです。 

 それから、いわゆる町、太子町の保険者か

ら兵庫県に保険者が移行するということを言

われておりました。これについては25年度、

26年度というような話もございましたですけ

ども、今のところちょっとそういった話が途

絶えたということで私どもは伺っておりま

す。この先ちょっとまだ情報が入ってきてな

いという状況です。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第26号

は、会議規則第39条の規定によって、３日目

にお配りしました議案付託表のとおり福祉文

教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第26号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第２７号 平成２５年度 

       兵庫県太子町介護保険特別会 

       計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第３、議案第27号

平成25年度兵庫県太子町介護保険特別会計予

算を議題とします。 

 本案については、２月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 誰も言われないので、私ま

たまとめて質問いたします。 

 介護保険についても前年度の予算に比べる

と２億円以上これ予算も歳入歳出上がってい

るわけですが、少しだけ質問していきます。 

 余り関係ないことですが、17ページのこれ

もいきなりもう役務費のところから、この自

動車損害保険料５万9,000円、どこの保険会

社また代理店に加入される予定であるのか。 

 19ページの下の賃金、認定調査員賃金５名

分、前年度同額の計上で、一人頭５名分とい

うことで100万円ということでありますん

で、年何回開催されるのかということと、内

容の話だけ少しお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 それと、21ページの委託料のマークリーダ

ー保守管理委託料、10万円程度ですが、委託

先と、また内容少しあれば説明をいただきた

いと思います。 

 その下の負担金・補助及び交付金で、一番

上の居宅介護サービス給付費の７億7,800万

円、前年度は６億1,000万円程度ということ

で、１億5,000万円ぐらい増えているという

形の中で、この内容について少し説明をして

いただきたいというふうに思います。 

 それと、その下の負担金・補助及び交付金

の介護予防サービス給付費、今年度は

7,800万円、前年度は7,300万円程度で、

500万円増ということで、これについての内

容の説明を少しお願いいたします。 

 それと、その下の介護予防住宅改修費、補

正予算でも少し上がっていたということで補

正がありましたが、本年度は600万円程度、

今年度については、前年度は同じような

590万円というところでそんなに変わりない

んですが、住宅改修費についてはどんなこと

が主に多いのか。先日も話がありましたが、

手すりの改修が多いのかなというふうには聞

きますけども、実際はこの時点ではどうなの

かということも含めて説明をお願いいたしま

す。 

 それと、その下の高額介護サービス費、今

年度は2,500万円、前年度は2,300万円、

200万円増ぐらいの形でありますが、高額サ

ービス費の内容についても少し、どんなこと

で高額になっていくのやというようなことも

少しお話ししていただきたいなと思います。 

 それと、23ページの役務費の自動車損害保

険料、１万3,000円と今ちょっとよくわから

ないんですが、加入先等わかれば教えてくだ

さい。 

 25ページの賃金の地域介護予防支援事業専

門職賃金、従前からあることですが、今年度

についても、看護師さん、臨床心理士さん

等々おられるということの賃金ですが、内容

説明、人数等々も教えていただきたいと思い

ます。 

 それと、その下の役務費、介護予防事業、

参加者傷害補償保険、加入先また代理店等わ

かれば教えていただきたいと思います。 

 それと、委託料の一番下の生活機能評価事

業委託料、従前からあるようなことですが、

本年度の事業委託の内容等々あれば説明をお

願いいたします。 

 その下の報償費で講師謝礼、後見人の研修

講師、前年度６万円に対して本年度は10万円

と、４万円ほど増えておるんですが、講師

等々人数が少し増員なったのかということも

含めて内容の説明をお願いします。 

 それと、27ページの役務費の自動車損害保

険料についても、どこに加入されるのか、わ

かれば教えていただきたいと思います。 

 その下の安心見守りコール事業委託料、従

前あることですが、委託先、今現時点わかれ

ば教えていただきたいと思います。 

 それと、節20の扶助費で、前年度は後見人

の助成金か何かが３万円ほど上がってたんで

すが、今年度はないということで、その理由

だけ説明いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） まず、17ペー
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ジの自動車保険料でございます。これは、さ

わやかで管理しております自動車ハイゼット

とバモス、これ２台分の保険料でございま

す。加入先についてはまだ未定ということで

ございます。 

 それから、19ページの認定員の賃金でござ

います。これは目を見ていただいたら認定調

査費の中でございますので、まず認定調査員

が事前調査しまして認定調査会に上げるもの

で、事前調査する認定調査員の賃金でござい

ます。 

 それから、21ページのマークリーダーにつ

きましては、これは認定調査員がいろいろ介

護それぞれ個人の方に聞き取り調査しまし

て、項目が多岐にわたりますので、マークリ

ーダーというＯＣＲ的なコンピューター上の

機械、読み取り装置、これがマークリーダー

というふうなカードになっておりまして、こ

れを挿入するとそういった調査員のそれぞれ

の個人の方の項目が読み取ることができると

いうことで、機械の分の保守管理委託料でご

ざいます。 

（井川芳昭議員「委託先については」

の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 委託先。 

○生活福祉部長（山本修三） 委託先です

か。委託先は、これは（株）さくらケーシー

エスにお願いしております。 

 それから、居宅介護サービス給付費、介護

予防サービス給付費、介護予防住宅改修費、

高額介護サービス費ですけども、これらはい

わゆる介護保険の保険給付費のメインでござ

いまして、地域密着型サービスということ

で、要保護状態となってる方がそれぞれ在宅

サービスの中にあるわけですけども、小規模

多機能型居宅介護とか、夜間対応型訪問介護

とか、いろいろございます。これらのサービ

スを受けるということの保険給付費でござい

ます。これはやはり医療費と同じく介護諸費

につきましては、保険給付費につきまして

は、今後医療費等が上がってくるというふう

に思っております。高額介護サービスにつき

ましては、これ医療でいう高額費の同様の考

え方で、ある一定の所得以上の負担を公費の

ほうで負担していくということでございま

す。 

（井川芳昭議員「何件分ぐらい想定し

ているの」の声あり） 

 高額介護サービス費で、一応前年度等勘案

しまして、2,180件ぐらいを今見込んでおり

ます。これが予算としてはそういった形で件

数見ております。 

 それから23ページ、自動車保険料ですけど

も、これもさわやかで管理しております自動

車の保険料でございます。加入先は未定でご

ざいます。 

 それから、25ページの介護予防事業費、地

域介護予防支援事業専門職賃金、これにつき

ましては地区公民館で実施しております介護

予防事業の専門員に対する賃金ということ

で、２名分を予定しております。 

 それから、役務費の介護予防事業参加者障

害補償保険、これは地域介護予防支援事業保

険料としまして、事業参加者の往復途上のけ

がも対象となりまして、予定では死亡・後遺

障害保険金300万円、それから入院保険金１

日当たり3,000円、手術保険金１事故につき

12万円、６万円、３万円、手術の種類に応じ

てでございますけども、通院では１日当たり

1,000円、これ補償内容を予定しておりま

す。最大28名ということで予定しておりま

す。 

（井川芳昭議員「今の前の介護予防の

支援員、専門職の賃金のとこで、看護

師、臨床心理士それぞれ何名かわかり

ますか」の声あり） 

 ２名ということです。 

 それから25ページ、委託料、生活機能評価

事業委託料でございます。機能評価というこ

とで、基本チェックリスト分析、それから健

康増進プログラムの処理、２次予防対象者把

握事業ということで、評価事業の委託でござ

います。これは兵庫県厚生農業協同組合連合

会に対して委託するということでございま
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す。 

 それから、25ページの講師。 

○議長（佐野芳彦） 講師謝礼。 

○生活福祉部長（山本修三） これは市民後

見人養成講座のフォローアップ研修講師とい

うことで、今回していきたいということでご

ざいます。司法書士さんをお招きして講演を

行うということでございます。 

 それから、27ページの自動車損害保険料、

これもさわやかで管理しております車１台分

の損害保険料ですけども、加入先は未定でご

ざいます。 

 それから27ページ、安心見守りコール事業

委託料、これは虚弱なひとり暮らし高齢者宅

に電話回線接続した端末機を設置しまして、

コールセンターから月に１回は看護師等から

の状況把握電話があったり、緊急時は救急搬

送を要請したりするもので、24年度12月末で

は登録者数128名登録されております。これ

の更新委託でございます。 

 それから、負担金補助の中で地域包括支援

センターの研修負担金が、後見人の項目が今

時ない…… 

（井川芳昭議員「補助金のところで

ね」の声あり） 

 補助金のところないということでございま

すが、これ後見人制度の中で補助金、後見人

を設定した場合に裁判所等に司法書士さん当

たっていただくわけなんですけど、それの補

助金が上がっておりましたですけども、本来

24年度もそうなんですけども該当者なしで科

目設定的に上げておりましたので、今回25年

度につきましてはもう当初から上げなくて、

事案発生したときに上げていこうということ

で今この分は抜いております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時49分） 

（再開 午前10時49分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、１点だけお聞き

します、介護特会の部分で。 

 参考資料の部分で書いてあるんですが、

13ページ、介護給付費準備基金繰入金の

6,207万6,000円、その理由として参考資料に

は第５期介護保険期間中の保険料上昇の抑制

のため積み立てで保険料の取り壊しと書いて

あるんですけど、これについて伺います。 

○議長（佐野芳彦） 暫時休憩します。 

（休憩 午前10時51分） 

（再開 午前10時51分） 

○議長（佐野芳彦） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） この介護保険

準備基金と申しますのは、これ今24年度、

25年度、26年度の介護保険料の設定されてい

るわけなんですけども、この３年間におきま

して保険料がもう確定しておりますので、そ

れの準備基金として積み立てて、こういった

医療費が増嵩なった場合に準備するというこ

とで、３年間の保険料に対応する財源に弾力

的に使うということで積立金を起こしている

ものでございます。今回、24年度で保険料の

改正をしておりますので、24年、25年、26年

度でこういった基金を運用していくというこ

とでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第27号

は、会議規則第39条の規定によって、３日目

にお配りしました議案付託表のとおり福祉文

教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。
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したがって、議案第27号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第２８号 平成２５年度 

       兵庫県太子町後期高齢者医療 

       特別会計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第４、議案第28号

平成25年度兵庫県太子町後期高齢者医療特別

会計予算を議題とします。 

 本案については、２月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 １点だけお聞きします。 

 この後期高齢者は広域連合でされているん

ですけど、毎年特別徴収の現年分、普通徴収

の現年分が大体出てくるんですけれど、今年

の場合は何名か対象者が出ておりません。そ

れについて、毎年増えてるんですけど、ここ

の部分で今後、後期高齢についても去年から

見ますと1,578万3,000円増加しておりますの

で、今後も増えるかと思いますが、これにつ

いて対象者、特徴と普徴の現年分をお願いし

ます。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 申しわけあり

ません。予算額自体は前年度、その前という

ことで、推移で上げておりますので、人数そ

のものについては今のところちょっと把握し

ておりませんけども、ちなみに23年度決算で

は2,206名、それから22年度決算では、済い

ません、特別徴収ですけども、23年度決算で

2,206名、それから22年度決算では2,069名、

それから普通徴収でございますけども、23年

度決算では572名、22年度571名ということで

ございます。済いません。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 11ページの使用料及び賃借

料でパソコン借料、額もしれとんですけど

も、３万2,000円、前年度は７万1,000円ほど

の計上があって、リース契約ということでや

っていると思うんですが、今回のこの減額理

由、多分経年のリース料の軽減ということで

もあるかと思うんですが、内容説明もお願い

いたします。 

 それと11ページ、同じく、一番下の後期高

齢者医療保険料処理委託料、従前からあるん

ですが、確認のため、委託先は多分ＯＥＣか

と思うんですが、その辺の内容だけお答えを

お願いいたします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 11ページのパ

ソコン借料でございますが、広域連合との連

携した直接のやりとりするパソコンというこ

とで、24年９月から29年８月までの間の使用

料ということでございます。昨年、広域連合

もウィンドウズＸＰからウィンドウズ７にか

えましたので、こちらも機種対応かえ、変更

する必要があるということで変更しておりま

す。ですので、今回についてはそれのリース

料という形で、当初は初期投資ということで

額が上がっておりましたが、その分下がって

おります。リース料のみになっております。 

 それから、11ページの後期高齢者医療保険

料処理委託料でございます。保険料決定通知

書、納付書作成業務をソフト会社であるＯＥ

Ｃに委託しております。25年７月、受給者証

を交付しますので、７月実施するということ

で委託するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第28号

は、会議規則第39条の規定によって、３日目

にお配りしました議案付託表のとおり福祉文
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教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第28号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第２９号 平成２５年度 

       兵庫県太子町墓園事業特別会 

       計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第５、議案第29号

平成25年度兵庫県太子町墓園事業特別会計予

算を議題とします。 

 本案については、２月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 もうこれについても少しだ

け話をしておきます。 

 数ないんで、11ページの役務費の町有建物

災害保険料、これについての加入先わかって

いれば教えてください。 

 それと、委託料で、補正予算のときにも少

しお話をしましたが、車止め開閉業務委託

料、これについては40万円程度だと思うんで

すけども、その上の植木維持管理委託料、

300万円ちょっとという話も補正予算のとき

に答弁もいただきましたが、どちらにしても

やはり町有であるから管理せなあかんという

ことは当然わかります。それにしても、あそ

こにそんなに植木の管理管理というてそこま

で管理せなあかんもんなんかなと。行かれる

方で少しやっぱりお掃除していただけるよう

なことがあれば、やっていただいてというこ

とであれば、そんなにもう300万円もかけて

植木の手入れをするようなとこではないよう

に思うんで、この辺のことだけ一考して、今

後考えていただきたいと思います。その辺の

考え方だけ再度答弁いただけますか。 

○議長（佐野芳彦） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（山本修三） 町有建物災害

保険料でございます。財団法人全国自治協会

建物災害共済の保険でございます。管理棟で

ございます。面積84平米ということで…… 

（服部千秋議員「はっきり言うて。聞

こえにくい」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 聞こえにくい。 

○生活福祉部長（山本修三） 済んません。

財団法人全国自治協会建物災害共済に加入、

保険します。管理棟で面積が84平米ございま

す。これの保険でございます。 

 それから、植木の件ですが、私が聞いてお

るところによりますと、いわゆる台風が来ま

したらあそこもろということで、お墓を立て

ておったら大きな台風でしたらもう倒れてし

まうので、もうそういった塀をこしらえる。

何回か私もあれなんですけども、ああいう植

木をこしらえるということと、それから塀、

もう見えないような塀をつくってしまうとい

うことになれば、管理上よくない。注視でき

ないということで、死角が出てくるというこ

とで、ああいった植木をしていこうというよ

うな当初計画になったというふうにも聞いて

おります。見ていただいたらわかると思うん

ですけども、きれいに管理されておりますの

で、墓園管理料いただいてる範囲内で管理い

たしておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（佐野芳彦） 車どめ。 

○生活福祉部長（山本修三） 車どめ開閉業

務でございますけども、開所当初から原自治

会にやはりお願いしております。朝、夏季、

６月、７月、８月では午前７時から午後７時

という形で、冬季、その他の季については時

間帯、８時から夕方５時とか６時とかという

ような形で管理していただいております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 
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 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第29号

は、会議規則第39条の規定によって、３日目

にお配りしました議案付託表のとおり福祉文

教常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第29号は福祉文教常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第６ 議案第３０号 平成２５年度 

       兵庫県太子町下水道事業特別 

       会計予算 

○議長（佐野芳彦） 日程第６、議案第30号

平成25年度兵庫県太子町下水道事業特別会計

予算を議題とします。 

 本案については、２月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第30号

は、会議規則第39条の規定によって、３日目

にお配りしました議案付託表のとおり経済建

設常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第30号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第７ 議案第３１号 平成２５年度 

       兵庫県太子町水道事業会計予 

       算 

○議長（佐野芳彦） 日程第７、議案第31号

平成25年度兵庫県太子町水道事業会計予算を

議題とします。 

 本案については、２月26日の本会議で既に

提案理由の説明が終わっていますので、これ

から質疑を行います。 

 全般について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 失礼します。ちょっと何点

かお伺いいたします。 

 １ページの太子町水道事業会計予算で業務

の予定量が出ております。これも毎年のこと

なんですけれども、給水戸数は増えているの

に、年間の総水量とか、また１日平均給水量

が毎年減っているという状況があります、こ

れの要因。いつも（株）東芝さんの関係だと

いうこともあるんですけれども、それについ

て再度確認をしておきたいと思います。 

 それと、水道会計予算に関する説明書の

11ページ、水道事業予定貸借対照表、この中

の流動資産の関係で、現金預金が昨年よりも

増えておりますので、その定期、普通の内

容。それと、有価証券、ユーロ債と県債がず

っとされておりますが、この中のユーロ債に

ついて、現在の状況と今後の運用見通しにつ

いてお伺いをいたします。 

 最後に、予定損益計算書、12ページ、13ペ

ージのところですけれども、この損益計算書

で昨年は純損失が出ておりましたが、今年は

この中には今回純利益が予定計上されており

ます。経営努力という部分で、具体的に今ま

でされてきたこと、また今後考えていること

等お答えいただきたいと思います。 

 それと、いつも経営の状態はどうするん

か、水道の値上げとか今後あるのかという中

では、水道ビジョンの策定をした中で、その

後十分に検証また計画をしていくという答弁

がここのところずっとあるんですけれども、

この水道ビジョンの完成時期等については、

たしか24年末で完成するようなことも聞いて

おりますが、それは完成時期、それを受けて

今後どうされるのかについてお伺いをいたし

ます。よろしくお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） それでは、予
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算書の１ページ、第２条の業務量に関するこ

とでございます。まず、給水戸数は議員おっ

しゃるとおり増えております。しかし、逆に

年間総給水量は減っております。これは今全

国的な傾向であります、やはり一般家庭にお

きましては節水機器の大変な向上がありまし

て、これによる影響が出ております。それ

と、先ほど具体の名前が出ましたが、（株）

東芝さんについても、この24年度の実績を見

てみますと、かなり量が落ちております。そ

の辺を勘案いたしまして、予定量といたしま

しては年間給水量が落ちたというふうなこと

になっております。 

 次に、10ページの予定貸借対照表でござい

ます。こちらにつきましては現金預金が増え

てるということでございますが、当然流動資

産でございます。今、非常に大きな工事もや

っておりまして、減価償却が大きく上がって

おります。当然、減価償却をやりますと、こ

れ現金の支出を伴わない支出でございますの

で、現金のほうは増えてまいります。その下

の有価証券の３億円、特にそのユーロ債につ

いてでございますが、このユーロ債、現在の

状況でございますが、年２回利払いがござい

ます。御存じのとおり元金は１億円を入れて

おりまして、30年の予定で利息をいただい

て、30年でもう全て終わるという形でござい

ますが、ただし利息が2,200万円に達した段

階でもう全て終わるというふうな約束になっ

ておりまして、現在それに伴って利息が、ち

ょっと概算で言いますと約1,500万円の利息

を得ております。残りは約700万円というこ

とになるんですが、今の状況でございます

が、昨年末の政変がございました、これによ

りまして非常に今円安ドル高という傾向が続

いております。これに伴って、豪ドル、オー

ストラリアドルについても現在95円程度で推

移しております。この為替レートでいきます

と大体利息が年6.5％つくというふうに担当

から聞いております。この6.5％でいきます

と年間600万円の利息が今年入るというふう

な推測がされます。これもずっとこのまま続

けばという話なんですが。となりますと、

700万円の残ってる分がもう１年もしくは２

年で回収できるのではないかなというふうに

考えております。 

 次に、13ページでございます。これは24年

度の予定の損益計算書でございます。13ペー

ジの上見ていただいたらおわかりのとおり、

当年度純利益は256万2,000円上がっておりま

す。これは当然今までの実績、今年度の実績

をもとに24年度についてはこれだけの黒字に

なるだろうという予測でございます。 

 次に、水道ビジョンについてでございます

が、水道ビジョンは何度もお答えさせていた

だいておりますがこの24年度中の完成という

ことで、もうしばらくすれば完成品をお渡し

できると思いますが、これを受けまして、現

在吉福浄水場の大きな更新事業と、あと重要

管路の耐震化の事業という大きな２つの事業

がございます。この事業をこれから具体的に

検討いたしまして、これらを踏まえまして、

今後５年間の中期経営計画というのがござい

ます、この経営計画をこの25年度中にはお示

ししたいというふうに考えております。 

（井村淳子議員「経営努力という面で

は」の声あり） 

 これからもちろん値上げというのはできる

だけ避けていくべきところでございますが、

現在までいろいろ上下水道の部署の統合と

か、あと職員数の削減、また高利率の金融債

の繰上償還とかというのを行ってまいりまし

た。このようなやっぱり組織の見直しとかコ

スト縮減というのは続けておりますが、なか

なかこれらの経営努力はほぼ限界に近づいて

るというのが現状でございまして、今後はさ

らなる合理化も図りますが、やはりこれから

は委託事業の拡大、また広域化に向けた検

討、これも進めていかなければならないかな

というふうに考えております。 

 また、この施設の更新にあわせまして、今

現在確保しております給水能力、余力は確保

しながらも、ある程度その施設の規模の縮

小、またその統廃合というのもこれから施設



－226－ 

能力の適正化ということを考えながら進めて

いかなければならないというふうには思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 全てお答えいただいたんで

すけれども、１ページの（株）東芝さんの関

係で、使用量がさらに減っているということ

でありましたので、ここ二、三年の水量の経

緯をお願いします。 

 それと、有価証券の関係はこのまま行けば

かなり早く終わりそうだなということを、最

初はすごく懸念していたことが大分身近に、

そこまで来たという感じがいたしました。 

 現金預金ですけれども、定期と普通の内訳

だけお願いします。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） まず、もう具

体にお名前言いますが、（株）東芝さんの水

量の経緯でございます。水量のほうでよろし

いでしょうか。 

（井村淳子議員「はい、水量で」の声

あり） 

 水量につきましては、22年でよろしいです

か。22年度は21万1,000立米でございます。

そして、23年が16万5,000立米、そして24年

度２月末現在でございますが、これが10万

358立米ということで落ちております。ちな

みに平成19年度、５年前は125万トンでござ

いました。 

 次に、何でしたっけ、忘れちゃった。もう

一つ何かあったんちゃうかいな。 

○議長（佐野芳彦） 定期と普通。 

○経済建設部長（井手俊郎） それと、現金

預金の内訳でございますが、定期預金が現在

４億円、有価証券が３億円というような形に

なっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 それでは、３ページの部分

で、井村議員が私が聞こうと思ってたとこも

言われたので、ちょっと違う部分で言いま

す。 

 ３ページですが、会計予算実施計画の中の

支出の部分の営業外費用の消費税の部分で

110万3,000円上がっておりますが、これにつ

いてと、それから３番目の特別損失の１過年

度損益修正損100万円についてお聞きしたい

部分と、次ちょっと移りますが……。 

○議長（佐野芳彦） 今の３ページね。橋本

議員、ちょっと待ってください。３ページ。 

○橋本恭子議員 ３ページ。 

○議長（佐野芳彦） ３ページの。 

○橋本恭子議員 会計予算に関する説明書。 

○議長（佐野芳彦） 橋本議員、ちょっと待

ってください。 

○橋本恭子議員 わかります。 

○議長（佐野芳彦） わかりましたか。 

○橋本恭子議員 いいですか。 

○議長（佐野芳彦） はい、続けてくださ

い。 

○橋本恭子議員 説明書の中の３ページの部

分、消費税の部分と過年度損益修正損の

100万円の部分とお聞きします。 

 それと、そこずっと行きまして20ページ、

６番目の資産減耗費の固定資産除去費30万円

について。 

 それと、次に行きます。22ページの企業債

の、21ページの利息の部分は財務省の財政融

資資金が12件となっておりますが、22ページ

の償還金の部分は財務省の融資資金が11件と

なっておりますが、これは違って当たり前な

のか、そこちょっとわかりづらかったのでお

聞きします。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） まず、３ペー

ジの消費税1,100万3,000円でございます。こ

れは給水、水道料金、いただいております消

費税、この分の支払いの分でございます。 

 それと、過年度損益修正損、これは漏水用

の支払いでございまして、漏水でこちらが認
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定させていただいた分についてはお返ししな

くちゃいけないということの費用でございま

す。 

 それと20ページ、資産減耗費、これは固定

資産を除去した場合、いろいろ工事の関係で

管を入れかえたりとか除去しますので、その

分で除去された分の除去費でございます。 

 それとあと、22ページの企業債の償還金の

財務省の財政融資資金の11件と、その前の企

業債の利息、同じく財務省の融資資金が

12件、これ１件合わないということでござい

ますが、これは支払いには１年の据え置きと

いうのがございまして、その分で今年は償還

が１件減ってるということでございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 橋本恭子議員。 

○橋本恭子議員 消費税の部分で聞きます

が、給水に係る支払い分ということでありま

すが、これは１回切りとか、消費税は年３回

とか４回とか分けて水道の場合払う部分があ

るかと思いますが、これは１回と見てでしょ

うか。 

○議長（佐野芳彦） 経済建設部長。 

○経済建設部長（井手俊郎） 消費税はこれ

もちろん申告納税でございますから、たしか

年に１度申告時期がございます。ただ、その

給水収益の消費税と言いながらも私ども工事

もやっておりますので、当然工事にも消費税

がついております。その辺をいろいろ相殺、

計算をいたしまして、申告をして納税すると

いうふうな形になります。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっています議案第31号

は、会議規則第39条の規定によって、３日目

にお配りしました議案付託表のとおり経済建

設常任委員会に付託することにしたいと思い

ます。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、議案第31号は経済建設常任委員

会に付託することに決定しました。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第８ 議案第３２号 工事請負変更 

       契約の締結について（太子東 

       中学校校舎増築工事） 

○議長（佐野芳彦） 日程第８、議案第32号

工事請負変更契約の締結について（太子東中

学校校舎増築工事）を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（北川嘉明） 議案第32号工事請負変

更契約の締結について説明を申し上げます。 

 本案件につきましては、平成24年６月に御

議決いただきました太子東中学校校舎増築工

事契約について変更が生じたため議決を求め

るものでございます。 

 当工事につきましては、建築工事、機械設

備工事に仕様等変更が生じたため、株式会社

吉田組と締結している工事請負契約を変更す

るものでございます。 

 契約額は、変更前契約額１億 4,339万

2,200円に969万7,623円を追加し、１億

5,308万9,823円とするものでございます。 

 詳細につきましては教育次長より説明を申

し上げますので、よろしく御審議を賜り、原

案のとおり御議決いただきますようお願い申

し上げまして提案説明といたします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） ただいま上程され

ました太子東中学校校舎増築工事に係る変更

契約の締結につきまして詳細説明を申し上げ

ます。 

 このたびの変更契約で増額する 969万

7,623円の主な内容を説明させていただきま

す。 

 参考資料をごらんください。 

 変更内容につきましては、着工後において

施工の支障となる埋設設備配管の移設や現場
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での工事施工上の調整で仕様変更を行ったも

の等でございます。 

 主な内容につきましては、校長室及び第

１・第２音楽室の２教室への空調設備新設に

約500万円、図書室の間仕切り用の建具新設

に約321万円、美術室窓下の収納棚増設に約

36万円、生徒用の手洗い器新設に伴い約58万

円、延焼のおそれのある部分のガラス交換に

約25万円を増額し、その他既設の消火用配管

の移設に約30万円をそれぞれ増額するもので

ございます。 

 以上が変更の主な内容でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） 提案理由の説明は終わ

りました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 これについても、先の石海

小学校の耐震工事についての約1,000万円の

補正も上がっておりました。今回について

も、この提案、本日上程されましたが、大体

お話は聞いておりましたので、額については

そんなにないものかなというふうには理解し

ておりましたが、これも1,000万円近いお金

でありまして、そのうち私も少し知っており

ましたがこの空調の新設についてはいたし方

ないのかなというふうには思っております。

でも、その下の工事、図書室の管理上の鍵の

取りつけですか、鍵の施錠に対応できるよう

に対応、この２カ所についても320万円ほど

かかっている。また、やっぱり増築の際にあ

る程度想定できるようなことがこの中に入っ

てくるんやね。消火器もそやし、延焼のおそ

れのあるガラス交換にしてもそう。だから、

何か想定できるのに、いつも精査してくださ

いという形の中で出てくるけど、やっぱり

500万円ほどの、空調のけたほかですが、

500万円ほどのお金が追加になってくる。何

とかこう、（株）吉田組さんの精査不足なん

か、こちらサイドの計画的なものの少し誤り

もあるんかなというふうには思いますけど

も。この増築工事の中で私もちょっと伝え聞

いとんですけど、もう既に図書室の本棚がめ

がれてるというような情報も私少し耳に入っ

ておりますが、その辺のことについては、教

育次長、何か情報入ってますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 失礼します。本棚

のめがれたのは情報入ってるかということで

ございましたが、実はこの議場以外で、今お

尋ねあった井川議員からそういう指摘がござ

いまして、早速校長、教頭に照会をかけまし

た。すると、生徒が蹴ったということで、一

部へこんだとこがあって、それはもう補修し

たということでございます。そういったこと

が１件あったことは事実でございます。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 子供がやったんかどうか、

その辺は闇なとこもあるんでしょうが、その

やった本人が言われたかどうかわかりません

が、どちらにしても管理上のことでもあっ

て、（株）吉田組さんサイドがもう少しそう

いったことを防御できるようなこともしてい

ったんかどうかというようなことを少し私の

ほうではわからないんですが。こういったこ

とも含めて、もう少し、私もこうなってくる

といたし方ないのかなという雰囲気になりま

して、特に反対するもんではございません

が、今後、今後というても、もうずっとこの

話は龍田小学校の耐震工事から斑鳩小学校の

こと全部、全てにおいて大体500万円程度の

追加工事が常々発生して、斑鳩小学校の体育

館のこともそうです、もう何かにつけて四、

五百万円程度の追加料金がどっかで出てくる

と。何かもうこれ決めとることなんかなと思

うて。もうそれさえ邪推してしまうんです。

この辺だけで、もっともっと気をつけていた

だいて、施策入っていっていただきたいなと

いうふうにお話はしときます。答弁結構で

す。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 
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 服部千秋議員。 

○服部千秋議員 議案第９号の石海小学校の

ほうの変更契約は最初から出されてるんです

が、本日のはきょうにならざるを得なかった

理由とか何かあるんですか。その違いだけお

願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） まことに申しわけ

ないんですが、本来であれば２件とも同日に

当初に出したかったんですけれども、精算が

遅れたというのが理由でございます。やはり

街づくり課１人の担当係長が２件大きな工事

持っておりまして、どうしても手いっぱいだ

ったという形で、申しわけなく思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 増築工事の完成時期は変更

ございますでしょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 今年度末の工期の

はたしか３月28日だったと思うんですけれど

も、予定どおり完成させます。よろしくお願

いいたします。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 井村淳子議員。 

○井村淳子議員 済いません、１点だけ。手

洗い器の新設がされてるんですけど、ちょっ

と私２階、３階は上がったことがないんで、

今まで手洗い場はトイレで兼用されていなか

って、別に既にあったということでいいんで

しょうか。その既存の部分に手洗い器を新

設、８台ですから、２階が４台、３階が４台

という感じかなと思うんですけども、こうい

う手洗い器がトイレのほかに置かれていると

いうのは余り見かけたことがないんですけ

ど、これは今までもどういう、衛生上の理由

とは書いてあるんですけども、ちょっと具体

的にそこの部分の話お願いします。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） ２階の平面図、３

階の平面図を見ていただきましたらわかりま

すように、ちょうど南館校舎の北側にちょこ

っと出た、３階であれば一番よくわかると思

うんですが、ちょこっと出たとこがございま

す、それが手洗い場です。同じようなもの

が、ちょうどこのエレベーターのあたり、東

のほうにもございました。それぞれ生徒の手

洗い用にございました。トイレの中にもござ

いますけれども、廊下にそういったものがご

ざいました。それが今回の増築でなくなって

しもたわけですから、代替機能のものとしま

して、エレベーターホール出たところにそれ

ぞれ４基ずつ代替措置としてしたものでござ

います。目的はやはり議員おっしゃったよう

に手洗い、うがい等の衛生上の観点でござい

ます。 

 以上でございます。 

（井村淳子議員「ほかのところでやっ

てるとこありますでしょうか。その中

学、この町内で」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 例えば西中なんかもあ

るのかということ。 

 教育長。 

○教育長（寺田寛文） これまでにあった既

設のものがなくなってしまったので新たにつ

くったということですので、新たに新しくつ

くったんじゃなくて、今まであったものがな

くなって、そこにかえたもんですので、それ

がなくなったら本当にトイレまで行ってトイ

レの中で手を洗わなあかんというようなこと

が起きますので、このたびこういうふうにさ

せていただきました。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ちょっと西中もあるの

かということ。 

○教育長（寺田寛文） 西中もあります。 

（「全部の学校のローカにあるやん」

の声あり） 

 はい、西中も手洗いあります。 

○議長（佐野芳彦） 小学校もあるんやね。 
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（教育次長神南隆司「あります」の声

あり） 

 全部あるそうです。 

 ほかに質疑ありませんか。 

 井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 少しちょっと忘れておった

んですが、この増築に際して中庭のとこに…

…。 

○議長（佐野芳彦） もっとマイク近づい

て。 

○井川芳昭議員 増築に際して、この中庭の

とこにウッドデッキみたいな多目的ホールと

いうのが新設されてますけども、これについ

ても少し、先ほどの本棚がもう既に何かめげ

てるという形の中で、今後そういった、こう

いうものがあると、破壊するんじゃないんで

すが、生徒がいろんなことで遊んだり、めげ

たりするんじゃないかなという非常に懸念が

あるんですけども、その辺見た感じどうです

か。そんなことなさそうな感じなんですか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） 将来のことは予測

はできませんけれども、やはりせっかくでき

た、美しい立派なものができたわけですか

ら、大事に使っていただきたいと希望はもう

持っております。 

 以上でございます。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

 福井輝昭議員。 

○福井輝昭議員 完成の暁には我々議員につ

いては拝見させていただくことは可能なんで

しょうか。 

○議長（佐野芳彦） 教育次長。 

○教育次長（神南隆司） オープンスクール

等実施しておりますので、自由に入っていた

だいて子供たちを見守っていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（教育次長神南隆司「あ、ごめんなさ

い」の声あり） 

 もう一点ある。はい、どうぞ。 

○教育次長（神南隆司） 続いて答弁しま

す。 

 フリーに行っていただくことはいいんです

けど、やはり学校の管理上の関係ございます

ので、校長とか教頭とかに一言事前にいただ

きましたらありがたいでございます。 

 以上です。 

○議長（佐野芳彦） ほかに質疑ありません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） ないようですので、こ

れで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 討論なしと認めます。 

 これから議案第32号を採決します。 

 この採決は挙手によって行います。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の

方は挙手願います。 

（挙手全員） 

○議長（佐野芳彦） 挙手全員です。したが

って、議案第32号は原案のとおり可決されま

した。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 お諮りします。 

 ３月８日から３月24日まで委員会審査のた

め本会議を休会したいと思います。御異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（佐野芳彦） 異議なしと認めます。

したがって、３月８日から３月24日まで本会

議を休会することに決定しました。 

 次の本会議は３月25日午前10時から開催い

たします。 

 本日はこれで散会します。 

 どうもお疲れさまでした。 

（散会 午前11時36分） 

 

 


